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１ 点検・評価の趣旨 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、令和４年度の本市教育

委員会の権限に属する主な事務の管理及び執行状況について自ら点検及び評価を行い、その

結果を議会に報告するとともに公表することで、市民への説明責任を果たし、効果的な教育

行政を推進しようとするものです。 

 

 

２ 点検・評価の報告 

本市教育委員会においては、次の２点について報告します。 

○ 教育委員会会議の令和４年の開催状況と審議事項等について 

    ○ 教育委員会において令和４年度 重点目標・施策として掲げた事項の結果・成果等に

ついて 

 

 

３ 教育委員会会議の開催状況等 

令和４年においては、定例会を１２回開催しました。各会議での審議事項等は次のとおり

です。 

 

開 催 日 審 議 事 項 等 

 1.18 議案第 1 号 

市議会の議決を要する事件の議案（令和３年度教育費３月補正予算案）につい 

て 

議案第 2 号 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和４年度教育費当初予算案）について 

2.15 議案第 3 号 

 市議会の議決を要する事件の議案（教育委員の辞職）について 

議案第 4 号 

 木更津市学校運営協議会の設置及び運営に関する規則の制定について 

3.15 議案第 5 号 

令和４年度重点目標・施策について 

議案第 6 号 

 木更津市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 7 号 

 木更津市立少年自然の家キャンプ場管理規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

議案第 8 号 

 職務の級が６級以上の職員等の人事について 

議案第 9 号 

 木更津市立公民館長（会計年度任用職員）の任命について 

議案第 10号 

 木更津市郷土博物館金のすず館長（会計年度任用職員）の任命について 



- 2 - 

 

 報告第 1 号 

 市議会の議決を要する事件の議案について 

・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案（臨時代理第 1 号） 

・特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び木更津市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案（臨時代理第 2

号） 

・木更津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案（臨時代理

第 3号） 

4.19 議案第 11号 

 木更津市学校適応指導教室設置規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 12号 

 令和４年度教科用図書君津採択地区協議会規約の承認について 

 議案第 13号 

 令和４年度教科用図書君津採択地区協議会委員の選出について 

報告第 2 号（臨時代理第 4号） 

 校長及び教頭等の任免の内申について 

5.10 議案第 14号 

 木更津市社会教育委員の委嘱について 

議案第 15号 

 木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について 

6.21 議案第 16号 

 木更津市図書館協議会委員の委嘱について 

報告第 3 号（臨時代理第 5号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和４年度教育費６月補正予算案）につい

て 

報告第 4 号（臨時代理第 6号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和４年度教育費６月補正予算案（追加上

程分））について 

7.19 議案第 17号 

 令和５年度に使用する教科用図書の採択について 

8.9 議案第 18号 

市議会の議決を要する事件の議案（財産の取得）について 

議案第 19号 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定による点検及び評価

に係る報告書の作成、議会への提出及び公表について 

議案第 20号 

 木更津市指定文化財の指定について 

報告第 5 号（臨時代理第 7号） 

 職務の級が６級以上の職員等の人事について 
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9.27 議案第 21号 

 令和４年度教育功労者の表彰について 

報告第 6 号（臨時代理第 8号） 

市議会の議決を要する事件の議案（令和４年度教育費９月補正予算案）につい 

て 

10.18 議案第 22号 

  木更津市文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第 23号 

 木更津市郷土博物館金のすず協議会委員の委嘱について 

11.15 議案第 24号 

 第３期木更津市教育振興基本計画（素案）について 

議案第 25号 

 市議会の議決を要する事件の議案（財産の取得）について 

報告第 7 号（臨時代理第 9号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和４年度教育費１１月補正予算案）につ 

いて 

12.20 報告第 8 号（臨時代理第 10 号） 

 市議会の議決を要する事件の議案（令和４年度教育費１２月補正予算案）につ

いて 

報告第 9 号 

 市議会の議決を要する事件の議案について 

・木更津市一般職の職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例案

（臨時代理第 11号） 

・職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案（臨時代理第 12号） 

・特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び木更津市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案（臨時代理第 13

号） 

 

 

４ 点検・評価 

   各施策の評価については、次のとおり５段階（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ）としました。ただ

し、新型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったため評価ができなかった施策は

「－」としました。 

 

    Ａ：目標を上回る成果があった施策（達成率１００％を超えるもの） 

    Ｂ：目標どおりの成果があった施策（達成率１００％） 

    Ｃ：概ね目標どおりの成果があった施策（達成率８０％以上１００％未満） 

    Ｄ：成果は見られるものの、目標が一部未実施の施策（達成率５０％以上８０％未満） 

    Ｅ：目標が未実施又は成果が見られない施策（達成率５０％未満） 

    ―：新型コロナウイルス感染症の影響で事業が中止になったため評価できなかった施策 
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＜Ⅰ＞ 子育て支援の充実 

女性の社会進出や就労形態による子育てニーズの変化に伴い、子どもたちの安心・安

全な居場所づくりの整備に取り組みます。 

 

～ 子育て支援の充実 ～ 

 

１ 子どもの居場所づくり 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)放課後等の

子どもの居場所

づくり 

①全ての子ども達が安

心・安全に過ごせる居

場所づくり（活動拠

点）のために、放課後

児童クラブ及び放課後

子供教室の事業につい

ての促進を目指すた

め、両事業の積極的な

連携を検討します。

（生涯学習課） 

コロナ禍ではありまし

たが、新規開設校であ

る１教室を加えた７教

室中６教室が活動しま

した。児童クラブとの

連携については、運営

委員会会議をはじめ、

日頃から市担当課と情

報共有を行い、連携を

図りました。一体型教

室１校、連携型教室２

校と教室数の変化はあ

りませんでした。 

Ｂ 引き続き新たな教室開

設に向けて働きかけを

行います。児童クラブ

との連携については、

各教室の実情に合わせ

た適切な形での連携を

目指します。 

(2)余裕教室の

活用促進 

①新型コロナウイルス

感染症の状況に注視し

ながら、余裕教室の活

用促進に取り組みま

す。（教育総務課） 

新型コロナウイルス感

染症感染拡大を防止す

るため、放課後の居場

所としての提供は行い

ませんでした。 

－ 感染症の状況を慎重に

見ながら、子どもたち

の安心・安全な活動の

場として、学校の余裕

教室等を確保し、地域

の住民の参画による世

代間交流や様々な体験

を通じて子どもたちの

育成を図ります。 
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＜Ⅱ＞ 学校教育の充実 

家庭、地域社会、学校・行政によるトライアングル子育て運動を基本に、①学習習慣の形

成、②心の教育の推進、③健康・体育・安全指導の充実を柱とする「学校教育木更津プラン」

のもと、家庭・地域社会から信頼される魅力ある学校づくりをめざし、学校教育の充実のため

の施策を推進します。 

 

〜 学校教育の充実 〜 

 

１ 教育内容の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)確かな学力

の育成 

①学習意欲を高める授

業づくりを推進するた

め、研究指定校との連

携を強化し、研究成果

をオンラインにて各学

校に周知します。（ま

なび支援センター） 

研究指定１年目の東清

小学校、清川中学校の

中間報告や研究指定２

年目の鎌足小学校、鎌

足中学校の研究報告を

オンラインで周知する

ことが出来ました。 

Ｂ 今後も、研究指定校と

連携を強化するととも

に、研究成果を各学校

に周知し、教職員の力

量向上に努めます。 

 ②主体的で対話的な学

習に取り組むことがで

きる学級づくりを推進

するため、学級経営に

係る教職員研修を実施

します。（まなび支援

センター・学校教育

課） 

新型コロナウイルス

感染症対策を講じた上

で、オンラインや対面

で夏季教職員研修を６

日間、１０講座に計４

８０名の教職員が研修

に参加しました。 

Ｂ 教職員の力量向上に向

け、各種研修を実施し

ます。 

 ③家庭学習の定着を目

指し、児童生徒一人一

人の学習意欲や学習形

態等に応じた個別支援

の充実を目指します。

（学校教育課） 

紙ドリルとデジタルド

リルを併用した家庭学

習への取り組みが広が

りました。 

Ｂ 引き続き家庭学習の定

着を図るべく、タブレ

ットの活用等、家庭へ

の働きかけを継続しま

す。 

 ④算数・数学の基礎基

本の定着度を高めると

ともに、学習に対する

向上心を育成すること

を目的に、算数・数学

検定を年２回実施しま

す。（まなび支援セン

ター） 

年間２回、算数数学検

定を実施しました。過

去１８年間で最高人数

の受検者数でした。算

数数学への学習意欲の

向上を図ることができ

ました。７,５８１名

に認定証を交付しまし

た。 

Ｂ 今後も算数数学の基礎

基本の定着を目標に問

題の精選、広報活動の

充実に努めます。ま

た、学校の算数数学の

授業改善の一助なるよ

うに努めます。 

 ⑤社会のグローバル化 英語検定３級を受検し Ｃ 今後は本制度をより多 
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 を見据えた対応とし

て、実用英語検定３級

程度の英語力を有する

中学３年生を育成しま

す。（学校教育課） 

た中学３年生の保護者

を対象に、検定料補助

金交付事業を実施しま

した。（令和４年度受

験率実績 ２７．４％） 

 くの方に利用して頂け

るよう、市のホームペ

ージやＳＮＳ等で周知

します。 

(2)心の教育の

推進 

①児童生徒の心の教育

の充実を図るため、心

の教育推進協議会を開

催し、関係機関との連

携を深め、多方面から

同一歩調による心の教

育を推進します。（学

校教育課） 

これまでの協議会の目

的を引き継ぎ、今年度

は、組織の再編を行い

ました。こどもたちの

心の教育をテーマに、

学校を通してこどもた

ちに関わる様々な立場

の委員と、「こどもた

ちの今」について協議

しました。 

Ｂ 令和５年度は、協議会

での情報共有をさらに

深め、話し合いの結果

をより多く教育施策に

反映させていきます。 

 ②児童生徒の悩みや不

安に対応する教育相談

活動の充実を図るた

め、心の相談員を配置

します。（学校教育

課） 

１１人を１９校に配置

し、児童生徒の悩みや

不安に対する相談活動

を実施し、相談者の心

に寄り添った対応に努

めました。 

Ｂ 連絡会で児童生徒への

対応等情報交換できる

場を設定し、相談員の

スキルアップを図り、

児童生徒に積極的に関

わることで教育相談体

制の一層の充実を図り

ます。 

 ③ よりよく生きるた

めの基盤となる道徳性

を養うため、考え議論

する道徳を中心とした

道徳授業の充実を推進

します。（学校教育

課） 

夏季教職員研修では、

道徳の講師を招聘し研

修の場を設け、授業力

向上を図ることができ

ました。 

Ｂ 研修事業を充実させ、

教職員の資質向上を図

ることにより、効果的

な授業実践を目指しま

す。 

 ④ 「木更津市いじめ

防止対策基本方針」に

則して、いじめの予防

といじめが起きた場合

の連絡体制づくりを柱

として、いじめのない

学校づくりを推進しま

す。（学校教育課） 

毎学期のいじめ実態調

査を基本として、教育

相談の実施など、児童

生徒の実態把握に努

め、いじめの予防や早

期発見、早期解決の対

応に努めました。 

Ｃ いじめを起こさせない

予防的な生徒指導体制

づくりと合わせ、いじ

めが起きた際には、早

期発見、早期対応とと

もにいじめが解消して

いるかどうか確認する

など、いじめのない学

校づくりを推進しま

す。 

⑤生活意識（規範）調 分析結果から、こども Ｂ 引き続き各学校を通し 
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 査の結果を分析し、自

己肯定感を高めるため

の教育活動を推進しま

す。（学校教育課） 

たちの自己肯定感を高

める５つの行動の啓発

活動を行いました。 

 て啓発活動を行い、児

童生徒の自己肯定感の

向上に努めます。 

 ⑥教育相談体制を整備

し、不安を抱える児童

生徒および、その不安

が起因となる不登校児

童生徒の予防的指導を

強化するとともに、改

善、解消に努めます。

(まなび支援センター) 

年間５６回の教育相談

教室を開催しました。

心療内科医師や臨床心

理士、言語聴覚士によ

るカウンセリングを実

施し、問題の解消に努

めました。 

Ｂ 医療機関や関係機関と

の連携を強化し、相談

者の不安や悩みに寄り

添った教育相談体制の

充実に努めます。 

(3)健康・体育

安全指導の充実 

①児童生徒の健康管

理・増進を図るため、

定期健康診断を実施し

ます。（学校教育課） 

感染症対策を講じなが

ら、予定どおり健康診

断を実施することがで

きました。 

Ｂ がん・高血圧・脂質異

常等、将来の生活習慣

病予防のため、若年期

に健康的な生活習慣を

形成できるよう、指導

の充実に努めます。 

 ②児童生徒の健康への

意識を高めるため、受

動喫煙防止、薬物乱用

防止、がん教育等に係

る授業・講話等を積極

的に実施します。（学

校教育課） 

各学校で感染症対策を

講じながら、外部講師

を活用した講演会や担

当教員による授業を実

施することができまし

た。 

Ｂ さらに多くの学校で取

り組めるよう、教材や

講師の紹介等、情報提

供に努めます。 

また、健康推進課と連

携可能な活動を検討し

ていきます。 

 ③児童生徒の運動意欲

を高めるため、運動能

力証の合格を推奨しま

す。（学校教育課） 

運動能力証の合格率は 

、小学校２６．０%(前 

年比増)、中学校は２ 

４．７%(前年比減)でし

た。 

Ｃ 今後も、運動能力証４

０%以上の合格率を目

指します。 

 ④児童の運動能力向上

を図るために、木更津

高専の協力を得て、走

り方教室を年２回開催

します。（学校教育

課） 

５月は終日開催、１２

月は半日開催で実施

し、両日ともに１００

名を超える参加があり

ました。児童の運動能

力向上を図るよい機会

となりました。 

Ｂ 今後も、走り方教室へ

の児童や教職員の参加

を促すために、開催方

法や日時等を検討し、

児童の運動能力向上を

図っていきます。 

 ⑤農薬・化学肥料を使

用しない米の給食提供

を推進するとともに、

地元の食材を取り入れ 

１１月１日から３月２

３日、市内小中学校３

０校の学校給食のご飯

食の日に、有機米「き 

Ｂ 有機米提供日数を生産

量に合わせた提供がで

きるよう取り組みま

す。また、生産者の顔 
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 た学校給食の情報を発

信し、学校における食

育の推進を図ります。

（学校給食課・学校給

食センター・学校教育

課） 

さらづ学校給食米」を

７１日間提供しまし

た。鎌足小学校、中郷

小学校では、自校炊飯

を行い、残食率が３％

～６％減り、食育アン

ケート調査では、「炊

き立てで出してくれる

給食のお米はおいしい

し、お米のよいにおい

がする」と感想があり

ました。 

新しい生活様式による

黙食の中ではありまし

たが、各校への給食時

間訪問を再開し、各校

の給食時間の様子の把

握を行いました。 

また、食指導や個別指

導など学校からの依頼

により、教材を使って

分かりやすい指導を行

いました。（学校給食

課・給食センター） 

 の見える、地域で生産

された食材を学校給食

で提供することで学校

における食育の充実を

図っていきます。 

大量調理でも行える、

千葉県産、地元産食材

（近在野菜）を取り入

れたメニューの検討

（開発）を目指しま

す。 

また、児童生徒が食を

通して生活習慣を習得

し、身につくことがで

きるように分かりやす

い指導教材の作成を行

います。（学校給食

課・学校給食センタ

ー） 

⑥危機管理対策や学校

大災害対応に係る意識

を高めるとともに、各

学校の安全計画の充実

を図るため、ガイドラ

インを見直し活用しま

す。（学校教育課） 

千葉県のガイドライン

に基づいて、市のガイ

ドラインの改訂に向

け、検討を進めまし

た。 

Ｃ 市のガイドラインを改

訂し、各学校の危機管

理マニュアルの見直し

を進めることで、各学

校の危機管理や学校安

全のシステムをより良

くしていきます。 

 ⑦ オリンピック・パラ

リンピック教育を通

じ、スポーツの魅力並

びに障害者への理解を

深めます。（学校教育

課） 

心のバリアフリー教育

地域拠点校である中郷

小学校において、様々

な体験を通して、障害

への理解を深めるとと

もに、他者のことを自

分ごととして考えるこ

とや目標を持つことへ

の意識を高めることが 

Ｂ 今後も、オリンピッ

ク・パラリンピック教

育を通じ、スポーツの

魅力並びに障害者への

理解を深められるよう

努めます。 

  できました。   
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 ⑧熱中症事故防止のた

め、「熱中症対応ガイド

ライン」を活用し、熱中

症の予防や対応の充実

を図ります。（学校教育

課） 

学校管理下における熱

中症発生件数は、マス

クの着脱をはじめ、各

学校の適切な指導によ

り、昨年度よりも減少

しました。 

Ｂ 現行のガイドラインは

熱中症アラートの運用

に関する内容が含まれ

ていないため、来年度

ガイドラインを改訂い

たします。 

 ⑨国や県のマニュア

ル、ガイドラインに沿

い、学校や関係機関と

の連携を図りながら、

新型コロナウイルス感

染症対策を徹底しま

す。（学校教育課） 

各種ガイドラインに沿

った感染症対策を徹底

し、教育活動における

制限を徐々に緩和する

一方、大きなクラスタ

ーが発生することもあ

りませんでした。 

Ｂ ５月８日の感染症法改

正後の新型コロナウイ

ルス感染症対策につい

て検討し、市内小中学

校へ周知いたします。 

(4)読書活動の推

進 

①各学校の読書環境の

充実を図るため、小中

学校に読書相談員を配

置します。（学校教育

課） 

全小中学校に２５名の

読書相談員を配置しま

した。 

Ｂ 今後も全校配置に努め

ます。 

 ②児童生徒の読書活動

に対する意識を高め、

読書習慣を形成するた

め、「第４次木更津市

子ども読書活動推進計

画」を推進します。

（学校教育課） 

「第４次木更津市子ど

も読書活動推進計画」

に基づいた取り組みを

行い、不読率は昨年度

と比較し、小学校は

０．３ポイント増加

し、中学校は１．１ポ

イント減少しました。 

Ｂ 今後も市立図書館との

連携など、読書習慣を

形成するための手立て

を講じ、不読率の減少

を目指します。また、

「第５次木更津市子ど

も読書活動推進計画」

を策定します。 

 ③児童生徒の読書意

欲、学習意欲を高める

ための図書の選定・購

入を行い、図書室の整

備を図ります。（学校

教育課・教育総務課） 

各読書相談員が、学校

の実態に応じた選定・

購入を行いました。 

Ｂ システムを用いて蔵書

管理しながら、図書室

整備に努めます。ま

た、児童生徒にアンケ

ート調査を行うなどし

て、実態とニーズに合

った選定を行います。 

(5)国際理解教育 

の推進 

①学習活動を通し、児

童生徒の外国文化や外

国語に対する興味・関

心を高め、主体的に取

り組む姿勢を育成する

サポート役として、外

国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）を配置し、国際理 

全小中学校すべてにＡ

ＬＴを配置し、小学校

においては、外国語の

授業時数に１００％対

応できるよう配置しま

した。小学校４校での

ワールドフェスティバ

ルや主任ＡＬＴの出前 

Ｂ 今後も、児童生徒が言

語や異文化に対する興

味、関心を深めること

ができるよう、ＡＬＴ

を適正配置します。ワ

ールドフェスティバル

や出前授業の更なる充

実を図り、コミュニケ 
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 解教育を推進します。

（まなび支援センタ

ー） 

授業など国際理解教育

の推進に努めました。 

 ーション能力の育成や

国際理解教育の推進を

進めます。 

 ②小学校の外国語科及

び外国語活動の充実を

図るため、小学校教諭

との連携を通し、言語

や文化への理解を深め

ます。（まなび支援セ

ンター） 

小学校外国語実践研修

を行い、実践的な授業

力の向上に努めまし

た。小中連携外国語研

修を行い、学びのつな

がりを意識した授業改

善に努めました。 

Ｂ 今後も小学校向け出前

講座や実践研修を実施

し、外国語科の指導の

充実を推進します。ミ

ニ英会話教室を実施

し、教職員の資質向上

に努めます。 

 ③国際的な視野に立っ

たコミュニケーション

能力を育成するため、

友好都市の児童生徒と

の交流について、関係

課等との調整を図りな

がら検討します。（学

校教育課・まなび支援

センター） 

富来田小学校・東清小

学校・鎌足小学校・中

郷小学校において「ワ

ールドフェスティバ

ル」を開催し、児童と

ＡＬＴの交流を行い、

異文化理解につなげる

ことができました。 

Ｂ 関係機関と積極的に連

携を図ることで、より

多くの子供たちの異文

化交流体験が実現する

よう努めます。 

(6)情報教育の

推進 

①学習活動において必

要に応じてコンピュー

タ等の情報手段を適切

に用いて情報を得た

り、得られた情報をわ

かりやすく発信・伝達

したりする能力の育成

を図るため、ＩＣＴを

活用した教育を推進し

ます。（まなび支援セ

ンター） 

ＩＣＴを活用した教育

を推進するために各校

に「情報化推進チー

ム」を設置しました。 

夏には教職員を対象と

したコンピュータ研修

会を実施しました。２

４１名が参加しまし

た。年間を通して各校

からＩＣＴを使った優

れた実践を集め、活用

実践事例集を作成し、

周知しました。 

Ｂ 今後も教職員の指導力

向上や格差をなくすた

めに研修会を実施して

いきます。また、たく

さんの優れた実践を周

知していき、児童生徒

の情報活用能力の向上

へとつなげていきま

す。 

 ②問題解決のために、

コンピュータ等を進ん

で活用して取り組む態

度や、問題を筋道立て

て考えることができる

思考力の育成を図るた

めに、プログラミング

教育を推進します。（

まなび支援センター） 

産官学のプログラミン

グ連携協定を結びまし

た。専門的な知識をも

った方たちと授業を行

うことでプログラミン

グ教育の充実を図りま

した。 

Ｂ 今後は、小・中９か年

を通しての市独自のプ

ログラミング教育の指

標を作成していきたい

です。 
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(7)キャリア教育 

の充実 

①児童生徒の職業意

識、勤労意欲を高める

ため、小学校６年生で

就業密着観察学習、中

学校２年生で職場体験

学習を行うとともに、

地域とも連携した「地

域の社会人や先輩から

学ぶ会」の活動を奨励

します。（学校教育

課） 

企業のキャリア教育プ

ログラムや、地域人材

を活用した出前授業な

ど、各学校で工夫した

体験活動を進めまし

た。 

Ｂ 今後も体験的な学習を

通して児童生徒が職業

の多様性や自己の適性

に気付き、将来の進路

選択に役立てることの

できる学習活動を進め

ていきます。 

(8)環境学習の推

進 

①社会科副読本「わた

したちの木更津」を通

し、児童の環境保全の

意識を高めるため、浄

水場、下水処理場、ゴ

ミ処理施設等を取り上

げ、小学校３・４年生

の環境学習に活かしま

す。（まなび支援セン

ター） 

「わたしたちの木更

津」を各学校の授業に

おいて、効果的に活用

することができまし

た。 

Ｂ 今度も、子どもたちが

環境保全について意

識、関心を高める事が

できるよう、資料の見

直しや更新を進めてま

いります。 

 ②環境学習を継続的に

行うため、小学校中高

学年、中学校において

は理科、社会科、総合

的学習の指導計画の中

に環境学習を位置づけ

実施します。（学校教

育課） 

小学校においては、盤

洲干潟やかずさクリー

ンシステムの見学を実

施したり、中学校にお

いては、総合的な学習

の時間で地域の環境に

ついて研究したりする

など、指導計画に位置

づけた環境学習を実施

しました。 

Ｂ 関係機関と連携しなが

ら、実施可能な体験学

習を推進していきま

す。 

 ③ エネルギー資源と

環境保全の大切さを児

童に理解させるため、

「環境に配慮した調理

法」の体験学習を推進

します。（学校教育

課） 

企業による環境教育推

進事業「環境に配慮し

た調理法」の体験学習

を小学校１校、中学校

１校で実施しました。 

Ｂ 今後は、市の出前授業

等も活用しながら、Ｓ

ＤＧｓについて、児童

生徒の理解を深めてい

きます。 

(9)就学援助事業 

の推進 

①経済的に就学困難な

保護者に経済的支援を

行うため、要保護・準 

保護者への支給事務を

迅速かつ効率的に行う

ため、令和４年度か 

Ａ 引き続き効果的・効率

的な支援を心掛けてま

いります。 
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 要保護児童生徒保護者

への就学援助を行いま

す。（学校教育課） 

ら、従来の学校長を通

じた現金払いから、保

護者口座への支給に完

全移行しました。ま

た、保護者の所得証明

の提出を不要としたこ

とで、保護者の手続き

上の負担を軽減しまし

た。 

  

(10)小中一貫教

育の推進 

① （通称）富来田学

園において、９年間を

見据えた計画的・継続

的な教育を推進し、児

童生徒に安定した学校

生活を提供します。

（学校教育課） 

乗り入れ授業や学校行

事の合同開催等によ

り、新中学 1年生が中

学校生活にスムーズに

順応することができま

した。 

Ｂ 令和４年度より導入し

ているコミュニティー

スクールを活用し、計

画的・継続的な教育の

推進を目指します。 

 

２ 教育環境の整備 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)市立小中学校

の適正規模及び

適正配置の推進 

①｢木更津市立小中学

校の適正規模及び適正

配置に関する基本方

針｣を受けて策定した

「木更津市立小中学校

適正規模及び適正配置

実施計画」に従い、小学

校４校、中学校２校の

小規模特認校制度を推

進します。（学校教育

課） 

東清小学校・中郷小学

校・鎌足小学校の小規

模特認校制度を利用し

ている児童のために、

スクールバスを運行

し、登下校の利便性を

高め、児童数の増加に

つなげることができま

した。 

Ａ 小規模特認校の特色あ

る教育を推進し、児童

生徒数を注視し、適正

規模及び適正配置に努

めます。 

(2)管理用備品の

整備 

①快適な教育環境を維

持するため、老朽化し

た児童生徒用机・椅子

を順次更新します。

（教育総務課） 

小中学校の児童生徒用

机・椅子の現況及び新

規購入等希望調査を実

施し、令和４年度整備

対象校の真舟小学校、

木更津第一小学校、清

川中学校を中心に老朽

化した机・椅子の整備

を行いました。 

Ｂ 快適な教育環境を維持

するため、引き続き小

中学校児童生徒用机・

椅子整備計画に沿っ

て、老朽化した机・椅

子の順次更新に努めま

す。 

(3)学校教育施設

の環境整備 

①適正な教育環境を維

持するため、建物や設 

適正な教育環境を維持

するため、学校施設の 

Ｃ 今後も引き続き、日常

的に発生する建物や設 
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 備の不具合を適時補修

することにより、施設

の適正な維持・保全に

努めます。（総務部資

産管理課（営繕課）・

教育総務課） 

改修工事を実施したほ

か、日常的に発生する

建物や設備の不具合を

小学校で２５１件、中

学校で１９８件、適宜

補修しました。 

 備の不具合を補修し、

適正な維持保全及び整

備に努めます。 

 ②地域密着型給食施設

の整備に向け、事業手

法及び建設候補地等の

検討を行います。（教

育総務課・学校給食

課・学校給食センタ

ー） 

現給食施設の課題を基

に市の計画に沿う新給

食施設の整備に向け検

討を行いました。 

Ｃ 引き続き新給食施設の

整備に向け、事業手法

及び建設候補地の検討

を行い構想を作成しま

す。 

(4)学校内のＩＣ

Ｔ環境の整備 

①整備済みの１人１台

端末、電子黒板の有効

活用を図るため、回線

の強化等、環境整備の

さらなる推進に努めま

す。（まなび支援セン

ター・教育総務課） 

令和４年度の夏季休業

中に市内小中学校の回

線強化を行いました。 

Ｂ さらに進化するＩＣＴ

機器を使った取り組み

に対応できるような環

境や安心安全で使いや

すい環境整備を行って

いきます。 

 ②整備済みの校務支援

システムを有効活用す

ることで、安全な環境

下における事務の効率

化、きめ細やかな教育

の実現を図ります。

（まなび支援センタ

ー） 

校務支援システムの活

用により、連絡がスム

ーズに行えるようにな

りました。様々な帳簿

作成を一元化すること

で、作業時間を大幅に

削減し、指導にあたる

時間の確保につながり

ました。 

Ｂ 今後はさらに校務支援

システムの有効な活用

方法を周知し、様々な

場面で活用できるよう

にしていきます。 

(5)外国籍児童

生徒の就学環境

の整備 

①就学義務のない外国

籍児童生徒について

は、本人の学習歴や希

望等を踏まえつつ、必

要な配慮をした上で、

受け入れに努めます。

（学校教育課） 

住民基本台帳等に基づ

き、就学状況を把握す

るなどの情報管理に努

めるとともに、保護者

からの相談に応じ、本

人及び保護者に配慮し

た受け入れを行いまし

た。 

Ｂ 引き続き、必要な配慮

をした上で、就学の機

会の確保に努めます。 

(6)学校におけ

る働き方改革の

推進 

①教職員が児童生徒と

向き合う時間が更に確

保できるよう、出退勤

時間を管理し、意識改 

勤怠管理システムの導

入により、市内の全教

職員（県費負担）の詳

細な出退勤時刻の把握 

Ｂ 適切な勤務体系の実現

のため、啓発活動や他

校や他の自治体での取

り組み例などの情報提 
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 革に努めます。（学校

教育課） 

ができるようになりま

した。 

 供に努めます。 

 ②働き方改革ガイドラ

インに沿って、学校行

事や業務内容の見直し

を図ります。（学校教

育課） 

「木更津市教職員の働

き方ガイドライン」を

もとに、IＣＴを活用

した会議のオンライン

化や資料のデジタル化

による共有などに取り

組みました。 

Ｂ さらなる保護者、地域

の理解と協力を得るた

めの周知活動と教職員

の意識改革の啓発に努

めます。また、IＣＴ

の積極的な活用を推進

します。 

 

３ 特別支援教育の推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)特別支援教育 

体制づくりの推

進 

①学校教育における特

別支援教育の充実をめ

ざし、特別支援連携協

議会を開催し、特別支

援連携教育に関わる関

係機関との連携を深

め、きめ細やかな対応

を図ります。（学校教

育課・まなび支援セン

ター） 

会議を２回開催しまし

た。医療的ケアガイド

ラインの策定に向け、

「木更津市医療的ケア

運営協議会」や「指導

医」の在り方について

検討しました。また、

関係機関と情報を共有

しました。 

Ｂ 令和５年度中に医療的

ケアガイドラインの策

定を行います。 

 ②児童生徒一人一人の

自立に向け、適切な就

学先を協議し、保護者

に助言するため、就学

支援委員会を開催しま

す。（学校教育課・ま

なび支援センター） 

令和３年度の反省を踏

まえ、通常の委員会を

1 回増やし、7回会議

を開催しました。さら

に 1回の臨時就学支援

委員会を開催し、全て

の未就学児、児童生徒

について慎重に審議し

ました。 

Ｂ 効率化を模索しつつ、

今後も丁寧な就学相談

及び慎重審議に努めま

す。 

 ③特別支援教育体制の

連携・協力をより充実

させるため、「特別支

援教育ガイドライン

（第４版）」を発行し

ます。特別な支援を必

要とする子どもたちへ

の支援環境を整えま

す。（学校教育課） 

 

個別の教育支援計画や

指導計画の作成及び活

用について研修等を通

じて周知することで、

作成及び活用率が上が

りました。 

Ｂ 今後も現状に即し、必

要に応じて改訂を行い

ます。 
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(2)学校におけ

る特別支援教育

の充実 

①学校において特別な

支援を必要とする児童

生徒への個別の支援を 

ＳＳＴは１名増員して

２４名を、特別支援教

育支援員は１２名を小 

Ｂ ＳＳＴは更なる増員

を、特別支援教育支援

員は必要に応じた配置 

 充実させるため、スク

ール・サポート・ティ

ーチャーと特別支援教

育支援員を配置しま

す。（学校教育課） 

学校１７校、中学校１

校に配置しました。 

 を目指し、児童生徒支

援の充実を図ります。 

 ②学校において特別に

支援が必要な児童生徒

に対する指導法に係る

指導・助言に当たるた

め、専門家チームによ

る巡回相談を実施しま

す。（学校教育課） 

学校からの依頼を受

け、計１６回の巡回相

談を実施しました。 

Ｂ 学校からの要望に応じ

た効果的な巡回相談を

実施します。 

 ③学校における特別支

援教育体制の整備と充

実を図るため、特別支

援教育コーディネータ

ー研修会を開催しま

す。（学校教育課・ま

なび支援センター） 

研修会を１回開催しま

した。校内支援体制の

確立に向け、特別支援

教育コーディネーター

の役割について、講師

を招き、講義形式で行

いました。 

Ｂ 特別支援教育の体制整

備や充実を図るため、

今後も研修会を開催し

ます。 

 ④特別支援学級に在籍

する児童生徒の保護者

の負担を軽減するた

め、特別支援教育就学

奨励費による保護者支

援を行います。（学校

教育課） 

保護者への支給事務を

迅速かつ効率的に行う

ため、令和４年度か

ら、従来の学校長を通

じた現金払いから、保

護者口座への支給に完

全移行しました。ま

た、保護者の所得証明

の提出を不要としたこ

とで、保護者の手続き

上の負担を軽減しまし

た。 

Ａ 引き続き効果的・効率

的な支援を心掛けてま

いります。 

(3)就学時の学

校適応事業の推

進 

①言葉の発達に課題の

ある就学前幼児の支援

のため、早期発見、早

期相談の観点から、年

長幼児の言語検査を実

施します。（まなび支

援センター） 

１,０２５名の年長児に

言語検査を実施し、ス

ムーズな就学につなげ

る事ができました。 

Ｂ 子ども発達支援課に組

織改正されましたが、

学校教育課と共に連携

を図っていきます。 
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 ②言葉の発達等に課題

のある就学前幼児や児

童の言語指導を行うた 

年長児１２７名、年中

児４１名の計１６８名

に対し、延べ１,７３８ 

Ｂ 令和５年度より、言語

教室事業の発達支援課

への移管に伴い、更な 

 め、言語教室事業を推

進します。また、他課

および外部機関と連携

し、課題に応じて必要

な支援を施すよう努め

ます。（学校教育課・

まなび支援センター） 

回の言語指導を行いま

した。また、来所及び

電話相談を実施し、保

護者の不安解消に努め

ました。 

 る他課および外部機関

との連携を深め、今後

の指導支援につなげま

す。 

 

４ 生徒指導等の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)学校内の教育

相談体制の整備 

①学校内に児童生徒が

相談しやすい体制を作

り、教職員とともに積

極的な教育相談活動を

推進するため、教育相

談関係の職員（スクー

ルカウンセラー・心の

相談員）を配置しま

す。（学校教育課） 

県雇用のスクールカウ

ンセラーは全校に、心

の相談員は１９校に配

置しました。 

Ｂ 個々のスキルを高めら

れるよう連絡会での内

容の充実を図ります。 

(2)学校外の教育

相談体制の整備 

①不登校等、児童生徒

の課題解決のため、精

神科医・臨床心理士等

による教育相談教室を

定期的に実施します。

（まなび支援センタ

ー） 

精神科医、臨床心理

士、言語聴覚士による

教育相談教室を５６回

開催し、延べ１５０人

に対して相談活動を実

施しました。 

Ｂ 引き続き、各専門家、

専門機関等に協力を仰

ぎ、不安を抱える児童

生徒や保護者、学校の

ニーズに応えられるよ

う努めます。 

(3)学校適応指導

教室の充実 

①不登校児童生徒の気

持ちに寄り添い、自己

肯定感、自尊感情を育

てる支援を行い、通級

者の学校復帰・社会復

帰を促進するために、

学校適応指導教室「あ

さひ学級」での指導を

充実させます。（まな

び支援センター） 

小中学校合わせて４０

名の在籍者に対し、６

名の相談員が支援にあ

たりました。二者関係

作りを支援の重点にお

き、自己肯定感、自尊

感情を育てる活動を行

うとともに、集団活動

を適時取り入れ社会的

自立を目指しました。 

Ｂ 在籍者の増加や複雑化

する課題等に対応する

ため「あさひ学級」の

体制を見直し、児童生

徒が自らの進路を主体

的に捉え、社会的自立

を目指す支援を行って

いきます。 
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５ 開かれた学校づくりの推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)地域の教育力

を生かす事業の 

①家庭、地域社会、学

校・行政によるトライ 

研修会や実践発表会を

リモートで計画通り実 

Ｂ 今後もリモートを活用

しながら、より多くの 

推進 アングル子育て運動、

開かれた学校づくりを

推進するため、学校支

援ボランティア活動推

進事業の充実を図りま

す。（学校教育課） 

施することができまし

た。リモート開催によ

って多くの関係者か

ら、参加しやすくなっ

たとの意見が寄せられ

ました。 

 方に参加していただく

ことで、本活動に対す

る理解を深めていただ

けるよう努めます。 

小中学校それぞれの実

状を踏まえて、効果的

なボランティア活動の

活用方法を検討してい

きます。 

 ②地域と連携した学校

運営を推進するため、

学校評議員制度推進事

業と併せてモデル校を

おいて学校運営協議会

制度推進事業を実施し

ます。（学校教育課） 

学校評議員制度を実施

するとともに、富来田

小学校・富来田中学校

をモデル校として、小

中学校合同による学校

運営協議会を推進しま

した。 

Ａ 令和５年度は東清小学

校と中郷小学校におい

ても学校運営協議会制

度を導入します。他の

学校についても学校運

営協議会制度の周知を

図り、学校運営協議会

制度への移行を進めま

す。 

(2)学校評価事業 

の推進 

①的確な学校評価を実

施し、各学校の教育施

策、教育活動の改善を

図るため、「学校評価

木更津システム」を推

進します。（学校教育

課・まなび支援センタ

ー） 

年 2回の「学校評価木

更津システム」の結果

を各学校へ周知すると

ともに、研修会等で結

果分析を伝え、学校運

営向上に努めました。

今回から Google Forms

を使用し、学校が集計

する作業を省くことが

できました。 

Ｂ 各学校が市平均値との

比較・分析を各学年や

学級単位でできる貴重

な資料となっている。

本調査の結果をより効

果的に活用する方法に

ついて、周知します。 
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＜Ⅲ＞ 青少年の健全育成 

青少年の成長と自立を実現するために、家庭、地域、学校・行政をはじめとした、多様な人

間関係のなかで青少年を育み、支える環境づくりを推進し、地域の教育力の向上を図ります。

あわせて青少年育成に係る団体・関係機関等の一層の連携と担い手育成に取り組みます。 

 

〜 青少年の健全育成 〜 

 

１ 青少年育成推進体制の充実と地域の教育力の向上 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)青少年育成支

援施策の総合的

な推進 

①青少年の指導育成、

保護、矯正に関する総

合的施策や自立支援方

策等について必要な事

項を調査・審議すると

ともに、関係機関との

連絡調整を図るため、

青少年問題協議会を開

催します。（生涯学習

課） 

青少年問題協議会を２

回開催し、市の青少年

施策に関する意見交換

や関係機関・団体間の

情報共有を図りました

。 

Ｃ 青少年の指導育成、保

護、矯正に関する総合

的施策や自立支援方策

等について必要な事項

を調査・審議するとと

もに、関係機関との連

絡調整を図るため青少

年問題協議会を開催し

ます。 

(2)地域の教育力

の向上 

①家庭、地域、学校・

行政が連携して地域の

教育力の向上を図るた

め、子どもたちの居場

所づくりを進める「生

き生き子ども地域活動

促進事業」等の取り組

みを進めるほか、これ

らの活動を支援する地

域の担い手の育成に努

めます。（生涯学習

課） 

子どもたちの放課後の

安心安全な居場所作り

のため、放課後子ども

教室を市内６小学校区

６教室において実施し

ました（７小学校区７

教室にて実施を予定し

ていましたが、１教室

はコロナのため休止と

なりました）。 

Ｃ 家庭、地域、学校・行

政が連携して地域コミ

ュニティの形成を図

り、放課後子ども教室

や生き生き子ども地域

活動促進事業を推進し

ます。 

(3) 地域の青少

年健全育成活動

の支援 

①青少年の健全育成を

推進するため、県と連

携し青少年相談員を委

嘱し、制度の活性化と

活動の充実を図りま

す。（生涯学習課） 

令和４年４月に第２１

期青少年相談員（任期

３年）定員１０５名に

対し市及び県から委嘱

しました。また、補助

金交付や各種事業・部

会議への支援を行い、

少年野球大会や少年少

女の主張大会等の市連

協事業の他に、小学校 

Ｂ 引き続き青少年相談員

活動を支援し、地域に

おける青少年健全育成

活動を推進します。 
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  区ごとに様々な地区活

動が実施されました。 

  

 ②制度の持続化や地域

の青少年の指導者育成

の観点から、将来の青

少年相談員となる人材

を確保するため、制度

の知名度向上のための

施策を実施します。

（生涯学習課） 

新たに委嘱された第２

１期相談員全員の顔写

真および活動概要を掲

載した広報紙を作成

し、市政協力員および

小中学校の児童・生

徒、市内各施設に配布

し、相談員についての

周知活動を行いまし

た。 

Ｂ 引き続き、制度の知名

度向上のための施策を

実施します。 

 ③地域での青少年健全

育成活動を推進するた

め、子ども会育成連絡

協議会、青少年育成木

更津市民会議等の関係

団体を支援します。

（生涯学習課） 

木更津市子ども会育成

連絡協議会及び青少年

育成木更津市民会議に

対して補助金の交付

や、各種事業・会議へ

の支援を行いました。

青少年育成木更津市民

会議を構成する１２地

区住民会議がそれぞれ

の中学校区の中心とな

って「生き生き子ども

地域活動促進事業」に

取り組み、地域ぐるみ

での子どもたちの体験

活動の充実を図りまし

た。 

Ｃ 引き続き、地域におけ

る青少年の健全育成活

動を推進するため、木

更津市子ども会育成連

絡協議会や青少年育成

木更津市民会議等の関

係団体を支援します。 

 

２ 青少年育成事業の推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)青少年育成事

業の実施 

①青少年の豊かな人間

性を育み、自立と社会

参加を促すため、生き

生き体験キャンプ事業

や野外体験促進事業、

成人式事業など、青少

年育成に関する各種事

業を地域の参画による

世代間の交流を通じて

実施します。（生涯学 

生き生き体験キャンプ

事業、野外体験促進事

業は実施を見合わせま

した。成人式事業につ

いては、民法改正によ

り名称を「二十歳を祝

う会」に改め実施しま

した。当事者である二

十歳で組織した実行委

員会と共同で企画準備 

Ｃ 生き生き体験キャンプ

場事業、野外体験促進

事業については、コロ

ナ以前の事業を踏襲す

るのではなく、現在の

ニーズに合った事業の

企画実施をします。 

二十歳を祝う会につい

ては、引き続き実行委

員会を組織し、「自ら 



- 20 - 

 

 習課） を進め、当日は約９０

０名が参加する中、滞

りなく式典を盛大に実

施することができまし

た。 

 が作る二十歳を祝う

会」という意識を高

め、実行委員会と共同

で企画運営を行いま

す。 

(2)少年自然の

家キャンプ場の

利用促進 

①少年自然の家キャン

プ場が、自然体験活動

の拠点として一層活用

されるよう、積極的な

広報や老朽化した施設

の計画的な整備に努

め、利用促進を図りま

す。（生涯学習課） 

利用促進を図るために

新規事業としてキャン

プ場まつりを青少年関

係団体、地元関係者協

力の下実施し、当日は

３００名弱がキャンプ

場の足を運びました。

施設の整備について

は、樹木伐採やトイレ

の洋式化等の環境整備

に努めました。 

Ｂ キャンプ場まつりにつ

いては、定例イベント

として地域や関係団体

をより巻き込み規模を

拡大しての実施を目指

します。施設の整備に

ついては、令和５年度

にキャンプ場個別施設

計画を策定し、計画的

な整備を行います。 

②国や県のマニュア

ル、ガイドラインに沿

い、関係機関との連携

を図りながら、新型コ

ロナウイルス感染症対

策を徹底します。（生

涯学習課） 

国や県の動向、また、

市の状況を注視しなが

ら、キャンプ場の施設

利用について、随時見

直しを行い、感染対策

の徹底を図りました。 

Ｂ 今後の感染状況、国や

県の動向を注視しなが

ら、時勢に即した感染

対策を講じていきま

す。 

(3)ボランティア

の活用と活性化 

①青少年のさまざまな

活動を支援するため、

アフタースクールボラ

ンティアやユースボラ

ンティアなど各種ボラ

ンティアを活用すると

ともに、各ボランティ

アの活性化を図りま

す。（生涯学習課） 

アフタースクールボラ

ンティアについては、

生涯学習課事業や公民

館事業への協力を年間

通して実施しました。

新規会員募集のための

事業は中止としまし

た。 

ユースボランティアに

ついては、生涯学習課

事業や公民館事業への

派遣を年間を通して実

施しました。 

Ｃ アフタースクールボラ

ンティアやユースボラ

ンティアなど各種ボラ

ンティアの活用推進を

図るとともにボランテ

ィア育成に努めます。

ボランティアの活性化

と指導者の育成のため

の事業を実施します。 

 

３ 青少年を取り巻く環境浄化と非行防止 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)社会教育指導

員等専門家による 

① さまざまな問題に

悩む青少年や保護者へ 

電話、来所、メール相

談が１４４件ありまし 

Ｂ 相談内容が多岐にわた

るため、今後も関係諸 
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相談活動の実施 の支援を行うため、社

会教育指導員による相

談活動（電話相談・来

所相談・メール相談）

を実施します。（まな

び支援センター） 

た。傾聴に努め、相談

者の心情に寄り添って

相談活動を行いまし

た。 

 機関との連携を深め、

的確な支援ができるよ

うに努めます。 

(2)青少年への愛

の一声運動によ

る非行防止活動 

 

①青少年の非行防止と

健全育成を図るため、

青少年補導員による地

区街頭指導、乗車マナ

ー指導、喫煙・飲酒防

止キャンペーンなどの

「青少年への愛の一声

運動」を関係機関・団

体との連携のもとに行

います。（まなび支援

センター） 

ＪＲ乗車マナー指導や

街頭キャンペーンなど

を、青少年補導員や近

隣高校の先生方等と協

力して行うことができ

ました。また、各地区

においても、できる範

囲で街頭指導を行いま

した。 

Ｂ 引き続き、青少年補導

員や学校と連携・協力

し、青少年の非行防

止、健全育成にかかる

取り組みを行います。 

(3)青少年非行防

止啓発活動の実

施 

①青少年の非行防止と

健全育成に関する啓発

のため、青少年健全育

成だより（News 

Letter）の発行や青少

年指導関係活動報告

「青少年に愛の一声

を」を発行するととも

に、関係機関や学校、

また地区住民会議や地

域の各種団体と連携

し、地域ぐるみの非行

防止啓発活動の取り組

みを進めます。（まな

び支援センター・生涯

学習課） 

青少年健全育成だより

「News Letter」を年

３回発行するととも

に、地区住民会議や公

民館での現状報告等を

通して、青少年の健全

育成に係る啓発活動を

実施しました。 

Ｂ 引き続き、青少年健全

育成だよりを発行する

とともに、関係諸機関

等と連携し、青少年の

非行防止と健全育成に

関する啓発に努めま

す。 

(4)有害環境浄化 

活動の推進 

①青少年の非行防止と

健全育成を図るため、

関係機関や青少年補導

員・相談員、ＰＴＡな

ど地域の関係団体とと

もに、青少年を取り巻

く有害環境浄化活動を

行います。（まなび支 

関係諸機関等と連携し

て街頭指導やパトロー

ルで発見した有害ビラ

の撤去依頼等を通し、

有害環境の浄化活動に

努めました。 

Ｂ 浄化された環境を保つ

ことができるよう、関

係諸機関等との連携を

図りながら活動を進め

ていきます。 
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 援センター・生涯学習

課） 

   

(5)連携・ネッ

トワークによる 

青少年指導関係

事業の実施 

①青少年育成、非行防

止に関わる関係機関・

団体・有識者との連携

を図り、まなび支援セ

ンターの青少年指導関

係事業を効果的に運営

するために、青少年指

導関係運営協議会を開

催します。（まなび支

援センター） 

青少年指導関係運営協

議会、生徒指導に関す

る連絡会・協議会も対

面で実施し、積極的に

情報交換を行い連携を

深めました。 

 

Ｂ 引き続き、関係諸機関

等との連携と支援を仰

ぎながら、活動を進め

ていきます。 
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＜Ⅳ＞ 社会教育の推進 

さまざまな暮らしの課題に対し、市民一人ひとりがあらゆる機会、あらゆる場所を利用して

学習できる環境を整えるとともに、社会の変化に対応したまちづくりを推進するために、必要

な学習機会を提供し、その活動を奨励します。 

また、社会教育を推進する各機関・団体との連携・協力や社会教育施設の整備を図ります。 

 

〜 社会教育の推進 〜 

 

１ 生涯学習・社会教育推進体制の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1) 市民参画に

よる社会教育行

政の推進 

①広く民意を反映し、

市民参画による社会教

育行政の推進を図るた

め、社会教育委員会議

に社会教育推進施策等

を諮問し、答申や意見

を求めます。（生涯学

習課） 

社会教育委員会議にお

いては、臨時会を含め

年５回行い、社会教育

施設個別施設計画及び

新木更津市立図書館整

備計画の策定に向けて

協議しました。 

Ｂ 広く民意を反映し、市

民参画による社会教育

行政の推進を図るた

め、社会教育委員会議

を開催し、社会教育施

設のあり方などについ

て研究協議を行いま

す。 

 ②総合的な生涯学習の

推進にあたり、広く市

民の意見や要望を取り

入れるため、生涯学習

推進協議会を開催しま

す。（生涯学習課） 

生涯学習推進協議会を

８月と３月に開催し、

生涯学習事業について

意見を伺いました。 

Ｃ 生涯学習施策につい

て、広く市民の意見や

要望を取り入れるた

め、生涯学習推進協議

会を開催します。 

(2) 社会教育振

興のための支援

体制の充実 

①市民に多様な学習機

会を提供し、学習活動

を側面から支援するた

め、職員の力量形成の

向上に努めるほか、専

門職員による学習支援

体制の充実を図りま

す。（生涯学習課） 

公民館館長・事業担当

職員合同会議、社会教

育指導員会議を実施

し、各公民館の抱える

課題についての意見交

換、情報共有を図りま

した。 

Ｃ 社会教育機関の職員の

資質の向上のための研

修機会の充実に努めま

す。 

 ②社会教育機関が持続

可能な地域づくりを推

進する拠点として、Ｓ

ＤＧｓ達成に貢献する

多様な学びの場となる

よう、関係職員の研修

活動の充実に努めま

す。（生涯学習課） 

社会人権教育指導者養

成講座に参加し、知識

の獲得と意識の向上を

図りました。 

Ｃ 引き続き、ＳＤＧｓの

目標に向けた研修会へ

の積極的な参加を促し

ます。 
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 ③近隣市や県内の関係

団体とも連携し、社会

教育関係委員や社会教

育関係職員の研修活動

の充実に努めます。

（生涯学習課） 

第５７回君津地方社会

教育推進大会や君津地

方及び県の社会教育委

員連絡協議会の主催す

る研修会等に参加する

ことで、関係職員、関

係委員の資質向上に努

めました。 

Ｃ 近隣３市等とも連携し

ながら、関係職員、関

係委員の見識の向上に

努めます。 

 ④視聴覚教材を活用

し、各種団体・機関等

の学習活動を支援しま

す。（生涯学習課） 

視聴覚ライブラリーだ

よりを発行するととも

に、関係機関・団体の

視聴覚学習を支援しま

した。 

Ｃ 視聴覚ライブラリーに

ついて広く周知し、よ

り多くの機関・団体に

利用いただけるよう努

めます。 

(3)生涯学習の基

盤整備と総合調

整 

①社会環境の変化に対

応した「第２次生涯学

習基本構想」と「基本

計画」のあり方につい

て検討、協議します。

（生涯学習課） 

「第２次生涯学習基本

構想」・「生涯学習基

本計画」については、

近隣市の状況も参考に

しながら、策定に係る

問題点を確認しまし

た。 

Ｄ 「第２次生涯学習基本

構想」・「生涯学習基

本計画」のあり方を再

検討します。 

 ②今後の公民館のあり

方に鑑み、関係部等と

調整しながら、公民館

の総合的な整備の方向

性を検討します。（生

涯学習課） 

公民館の今後のあり方

について、関係部課と

協議し、概ねの方向性

を確認しました。 

Ｃ 関係部課と協議のう

え、公民館の再整備を

進めます。 

 

２ 生涯学習・社会教育活動の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)子育て・家庭

教育支援事業の

充実 

①家庭教育の不安や悩

みを解消するため、家

庭、地域、学校・行政

が一体となって家庭の

教育力向上を図りま

す。（生涯学習課） 

家庭教育学級交流集会

を実施し、市内家庭教

育学級の情報を共有す

ることで、今後の学級

運営の糧とすることが

できました。 

また家庭教育学級担当

者会議を実施し、各学

級での学びや取組みの

成果と課題を踏まえた

学習内容や運営方法等

について協議しまし 

Ｃ 担当職員と学級生の研

修の機会を提供し、主

体的な学級運営を支援

するとともに、家庭教

育の充実に向けたネッ

トワークづくりに努め

ます。 
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  た。   

 ②家庭教育支援の拡充

を図るため、官民含め

た機関、団体との連携

を図り、社会全体で子

育てを支援する機運を

高めるとともに、親の

育ちを応援する学びの

環境を充実します。

（生涯学習課） 

家庭教育支援講演会を

開催し、「発達障がい

への理解を深めるため

に」をテーマに対面及

びオンライン（Zoom）

で開催し、４８名が参

加しました。 

Ｂ 家庭教育支援に係わる

課題の共有、情報交換

を行なうことで、新た

なネットワークづくり

に取り組むとともに、

関係機関、団体の連携

を深め、それぞれの業

務に反映できるよう努

めます。 

(2)女性の社会参

加の促進 

①女性の社会参加の促

進や地域社会・まちづ

くりへの積極的な関わ

りを推進するための、

学習機会の提供に努め

ます。（生涯学習課） 

女性が地域社会・まち

づくりの活動へ関わる

学習への問合せや相談

に応じ、情報提供に努

めました。 

Ｄ 女性が地域社会・まち

づくりの活動へ関わる

新たなネットワークの

あり方を検討します。 

(3)生涯学習を通

じたまちづくり

の振興 

①市民の多様で高度な

学習ニーズに対応する

ため、市内高等教育機

関と連携した公開講座

の開催や市政に理解を

深めてもらうことを目

的とした出前講座を実

施します。また、「動

く教室」として生涯学

習バスを運行します。

（生涯学習課） 

市民公開講座について 

は、YouTube 限定配信 

・年６回の内容とした 

ところ、昨年より参加

者が増加しました。出

前講座についても、市

民の学習会が開催され

るようになったことか

ら実施回数が大幅に増

えました（３０件）。

生涯学習バスについて

も、感染予防対策を講

じた上で運行し、利用

日数が増加しました。 

Ｂ 出前講座についてはオ

ンラインでの実施にも

対応するとともに、周

知活動に努めます。ま

た市民の多様で高度な

学習ニーズに対応する

ため、状況に合わせた

事業運営に努めます。 

②市民による生涯学習

活動の一層の拡充と生

涯学習を通じたまちづ

くりの振興を図るた

め、生涯学習フェステ

ィバルを開催するなど

生涯学習に関する啓発

事業を実施します。特

に、若手･中間層（３

０～５０歳代）が中心

的に関わる事業展開を 

まちづくりの一端を担

う若者たちを育てるこ

とを目的に「若者語ら

い場」を定期的に開

催、提言をもとにイベ

ント開催の準備に取り

組みましたが、実施ま

でには至りませんでし

た。 

Ｄ 若手・中間層が中心的

に関わる事業展開を目

指します。 
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 目指します。（生涯学

習課） 

   

 ③新型コロナウイルス

感染症感染拡大に配慮

し、オンラインを活用

した事業に取り組みま

す。（生涯学習課） 

生涯学習市民公開講座

（全６回）の YouTube

限定配信、家庭教育支

援事業及び人権研修会

をオンラインで開催

し、時間に縛られない

学習機会を提供するこ

とができました。 

Ｂ 引き続きオンラインを

活用した事業について

検討し、より多くの市

民の方に参加してもら

えるように努めます。 

(4)社会教育関係 

団体の育成と支

援 

 

①社会教育関係団体と

の協働の事業を推進

し、団体が自主的に行

う社会教育活動の円滑

な運営や一層の充実を

図るため、求めに応じ

て助言・指導します。

また、木更津市教育振

興事業補助金交付要綱

に基づき、対象となる

事業に対して補助金を

交付し活動を支援しま

す。（生涯学習課） 

木更津市ＰＴＡ連絡協

議会など教育振興事業

補助金対象団体が自主

的な社会教育活動を円

滑に運営できるよう、

求めに応じて支援しま

した。 

Ｃ 社会教育関係団体が円

滑に運営されるため

に、求めに応じた支援

をします。 

(5)生涯学習成果 

の活用 

①生涯学習活動により

培ってきた知識や経験

など、市民の生涯学習

の成果をそれぞれの社

会生活や地域社会に活

かすための情報提供に

努めます。（生涯学習

課） 

市民の問合せや相談に

応じ、情報提供に努め

ました。 

Ｃ 市民の生涯学習の成果

をそれぞれの社会生活

や地域社会に活かすこ

とができるよう更なる

情報提供に努めます。 

 

３ 図書館サービスの充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)地域の実情に

即した図書館運

営 

①年度ごとの事業計画

を策定するとともに、

運営の状況や達成状況

について点検評価を行

い市民の要望や社会の

要請にそった図書館運

営に努めます。（図書 

年度当初に事業計画を

策定し、附属機関であ

る図書館協議会におい

て図書館の運営の状況

や達成の状況について

点検評価を行い、市民

の要望や社会の要請に 

Ｂ 年度当初に事業計画を

策定し、図書館協議会

において運営の状況や

達成状況について点検

評価を行います。 
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 館） 沿った運営に努めまし

た。 

  

 ②基本的な資料を収集

するとともに、市民の

生活や仕事、地域課題

の解決に向けた資料を

収集、整備、提供しま

す。また、各種データ

ベースや県内外の公共

図書館や大学図書館の

情報資産を活用した司

書による専門的なレフ

ァレンスサービス（調

査・研究）の充実に努

めます。（図書館） 

資料の収集について

は、９，３０７冊収集

し、整備・提供しまし

た。特に耐震補強工事

による休館中には、郷

土資料を中心に整備を

進めることができまし

た。 

レファレンスサービス

では、各種データベー

スをはじめ、大学図書

館等が開設しているデ

ジタルアーカイブを使

用した調査や、類縁機

関への調査協力等、司

書による専門的なサー

ビスを展開することが

できました。 

Ａ 資料については、利用

者の要望を考慮しつ

つ、図書館に必置の資

料を年間約９，０００

冊程度収集し、提供し

ていきます。 

ヨミダスをはじめとす

る各種データベースに

よる情報提供や資料調

査等、専門的なレファ

レンスサービスに取り

組んでいきます。 

また、パスファインダ

ー（調べ方案内）の作

成を推進し、レファレ

ンスサービスの普及に

努めます。 

③点字図書、録音図

書、大活字本、マルチ

メディアデイジー図書

（文字や音声、画像を

同時に再生できるデジ

タル録音図書）等を計

画的に収集し、また、

電子図書についても、

様々な機能が活用でき

るため、読書にハンデ

ィキャップのある利用

者に対するサービスの

活用や充実を進めま

す。（図書館） 

耐震補強工事による休

館期間中は、ボランテ

ィア団体の活動が制限

されたため、点字図書

１８タイトル、録音図

書５タイトルと例年よ

り少ない収集となりま

した。 

小学校から定期的にマ

ルチメディアデイジー

の貸出依頼もあり、読

書にハンディキャップ

を持つ児童を支援する

ことができました。 

その他にも大活字図書

は１６８冊、電子図書

は７８１タイトルと新

たに収集し、幅広い世

代の読書サービス向上

に努めました。 

Ｄ 点字図書及び録音図書

はボランティア団体の

協力を仰ぎ、点字図書

２０タイトル、録音図

書３０タイトルの追加

を行います。 

マルチメディアデイジ

ーと電子図書も継続し

て収集し、サービスの

充実に努めます。 

④新型コロナウイルス ガイドラインに従い、 Ｂ ガイドラインを活用し 



- 28 - 

 

 感染症の拡大防止のた

め、「図書館における新

型コロナウイルス感染

拡大予防ガイドライ

ン」を活用し、新型コロ

ナウイルス感染症の予

防や対応の充実を図り

ます。（図書館） 

手指消毒用アルコール

や体温測定器の設置、

定期的な館内消毒作業

を行いました。 

 て新型コロナウイルス

感染症の予防や対応の

充実を図ります。 

(2)公民館等地

域の読書環境の

充実 

①公民館図書室等の所

蔵資料の整備を実施し

地域の読書環境の充実

を図ります。（図書館） 

耐震補強工事による休

館中に、全公民館図書

室の所蔵資料の整備を

行いました。情報の古

い資料を棚から下げ、

公民館の事情に即した

資料を整備すること

で、地域の読書環境の

充実を図りました。 

Ｂ 地域の実状や要望を把

握し、市内の公民館図

書室の資料整備を実施

します。 

 ②公民館図書室へ職員

を派遣するとともに計

画的な配本サービスを

行い図書館サービスの

向上を図ります。（図書

館） 

各公民館図書室と金田

地域交流センターへそ

れぞれ年間２回ずつ職

員を派遣し、図書の入

れ替えや背ラベルの修

正を行いました。 

Ｂ 整備の済んだ資料や新

刊を適宜配本します。 

中央公民館を介しての

配本を継続するととも

に、よりよい連携体制

について公民館と意見

交換を行います。 

(3)学校との連携

の強化 

①学校からの読書相談

や調べ学習への対応を

行うとともに教職員や

読書相談員との連携に

努めます。（図書館） 

小中学校へ９３件・

２，３９１冊の資料を

貸し出し、調べ学習の

支援を行いました。 

Ｂ 団体貸出等の利用案内

を小中学校へ配付し、

調べ学習への対応を進

めます。 

また、教職員や読書相

談員との連携を深め、

必要に応じて技術的な

支援を行います。 

 ②啓発リーフレットの

配布や出張お話し会、

団体貸出し等を通して

子どもの読書活動の推

進を図ります。（図書

館） 

子どもの読書活動を推

進するため、「夏休み

におすすめの本」を作

成し全児童・生徒へ配

付を行いました。その

他、児童文学を中心に

団体貸出制度「おまか

せ図書館便」や、おは

なし会の要請のあった 

Ｂ 小中学生を対象にした

ブックリスト「夏休み

におすすめの本」の作

成、児童室内に季節に

応じた特設コーナーの

設置等、子どもの読書

活動の推進を図りま

す。 

また、学校等関係機関 
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  ２校で出張おはなし会

を開催しました。 

 の要請に沿い資料提供

や、おはなし会への職

員派遣を行います。 

(4)魅力ある図書

館事業の展開 

① ホームページや図

書館だより等、広く情

報発信を行い利用者の

拡大に努めます。（図

書館） 

ホームページの定期的

な更新を行い、広く情

報発信に努めました、 

図書館だよりは耐震補

強工事による休館のた

め、予定よりも少ない

年３回の発行となりま

したが、図書館の最新

の情報を伝えるツール

として活用できまし

た。 

Ｃ ホームページでは常に

最新の情報を発信でき

るよう、定期的な更新

を行います。 

また、事業開催時には

デジタルサイネージ等

も積極的に活用し、情

報発信の更なる強化に

取り組みます。 

 ②図書館の所蔵資料を

活用した事業や専門職

員の経験を生かした事

業を実施します。（図書

館） 

事業計画における３０

事業のうち、耐震補強

工事のための休館によ

り、いくつか縮小して

実施をしました。 

しかし、休館中は生涯

学習課が実施している

出前講座、家庭教育学

級や高齢者教室などで

のおはなし会の開催

等、公民館からの要請

に対し積極的に職員を

派遣し、読書活動普及

を図ることができまし

た。また、市制施行８

０周年を記念した事業

も開催し、その中の企

画展示では貴重な資料

を紹介することができ

ました。 

Ａ 新規事業を取り入れる

とともに、既存の事業

の内容を見直し、幅広

い世代を対象とした事

業を展開し、利用の拡

大及び読書活動推進に

努めます。 

 ③絵本の読み聞かせや

絵本のプレゼントを行

うブックスタート事業

等の取り組みを通して

乳児期からの読書推進

に努め、魅力ある図書

館づくりを進めます。 

令和４年４月から８月

までは図書館を会場

に、９月以降は健康推

進課が開催する乳児健

康診時に実施しまし

た。 

図書館を会場に実施し 

Ｂ 健康推進課が開催する

乳児健康診査時に、生

後３～４か月児とその

保護者を対象にブック

スタートを実施しま

す。 

実施にあたっては、ブ 
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 （図書館） た回では、ブックスタ

ートボランティアを導

入し、市民とともに読

書推進に取り組むこと

ができました。 

１，４８５人（うち休

館のため郵送での対応

６８９人）に配付でき

ました。 

 ックスタートボランテ

ィアを活用し、行政と

市民が協働した子育て

支援として取り組んで

いきます。 

 

４ 公民館活動の充実 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1) 市民一人一

人の要望と社会

の要請に対応し

た事業の展開 

①子どもから高齢者ま

であらゆる世代の自主

的な学習活動を支援し

ます。（公民館） 

誰もが使いやすい公民

館をめざし、各館ごと

にフリースペースを設

け、新たな利用者を獲

得することができまし

た。 

Ｃ 引き続き、運営方法、

周知方法などに工夫を

し、さらなる利用者層

の拡大に努めていきま

す。 

 ②高度で多様化した市

民の学習要求に応える

ための各種学級・講座

を実施します。（公民

館） 

ブロック連携事業など

を活用して、多様化し

た市民のニーズをとら

えた学級・講座を実施

しました。 

Ｃ 常に社会情勢などを意

識しながら、様々な学

習テーマや新しい学習

方法に取り組んでいき

ます。 

③市民一人一人の暮ら

しを豊かにしていくた

め、生活課題・地域課

題に向き合った学習機

会を提供し、さらにそ

の成果を地域社会に活

かすことができる仕組

みづくりに取り組みま

す。（公民館） 

各館で、それぞれの地

域課題や生活課題に即

した学級・講座を開催

しました。 

Ｃ 地域での課題を的確に

とらえた学習機会を多

く作ります。 

④多様な生涯学習機会

の充実を図るととも

に、持続可能な地域づ

くりの拠点としての機

能を担うため、ＳＤＧ

ｓの目標４「質の高い

教育をみんなに」、お

よび、目標１１「住み

続けられるまちづくり 

連携事業、ブロック事

業を通し、木更津の魅

力を紹介し、「住み続

けられるまちづくり」

を目指した取り組みを

行いました。 

Ｃ ＳＤＧｓの理念をさら

に理解して、学級・講

座づくりを進めます。 
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 を」の実現に向けた取

り組みを推進します。

（公民館） 

   

 ⑤新型コロナウイルス

感染症拡大防止に万全

を期すとともに、新し

い生活に対応した公民

館のあり方や事業につ

いて研究し、取り組み

を推進します。（公民

館） 

対面での学習機会だけ

でなく、オンラインを

活用した学習機会の創

出を図りました。 

Ｃ さらに、様々な学習テ

ーマや新しい学習方法

に取り組んでいきま

す。 

(2)家庭教育に

関する各種学習

機会の提供 

①家庭教育の充実を図

るため、地域の小中学

校や保育園等の各種関

係機関との連携を進め

ます。（公民館） 

コロナの感染状況を注

視しながら、地域の教

育機関と協力、連携し

ながら家庭教育にかか

わる学級・講座を実施

しました。 

Ｄ 学級の形態、運営方法

などを工夫し、多くの

参加者を求めていきま

す。 

 ②子ども・子育てに関

する学習機会を提供す

るとともに、親同士の

ネットワークを広げる

ため、乳幼児期、児童

期、思春期の 各成長

段階に応じた家庭教育

学級や子育て講座を地

域の状況にあわせて実

施します。（公民館） 

各発達段階に応じた学

級・講座を実施しまし

た。 

Ｃ 運営方法などを見直し

ながら、さらなるネッ

トワークづくりに努め

ます。 

 ③地域において乳幼児

と親が孤立しないた

め、気軽に集える場を

提供し、子育てを支援

します。（公民館） 

コロナの感染状況を注

視しながら、学級・講

座だけでなく、フリー

スペースなど多様な学

習機会を設けました。 

Ｄ 内容をはじめ、周知方

法なども工夫し、さら

なる拡大を図っていき

ます。 

(3)地域ぐるみの

青少年教育事業

の展開 

①未来を担う青少年の

健全な育成を図るた

め、サタデースクール

事業等の青少年教育事

業を実施します。（公

民館） 

野外活動やモノづくり

などの体験学習に取り

組みました。 

 

Ｂ 学校ではできない体験

や大人との交流の機会

をさらに拡大を図って

いきます。 

 ②地域ぐるみの青少年

健全育成を促進するた

め、生き生き子ども地 

住民会議を中心に、地

域団体の協力を得て、

実施しました。 

Ｂ 地区ごとに子どもたち

が参加できる取り組み

を続けます。 
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 域活動促進事業を支援

します。（公民館） 

   

 ③効果的な事業の推進

を図るため、地区住民

会議など、地域や学

校、各種関係機関との

連携・協働を進めま

す。（公民館） 

住民会議などを中心

に、地域の子どもを取

り巻く環境について情

報共有できる機会を設

けました。 

Ｂ 引き続き、地域の中で

子どもを見守る体制を

作っていきます。 

(4)高齢者の学習

機会の提供と社

会参加の促進 

 

①高齢者の生きがいや

健康づくりを促進する

ため、高齢者教室を実

施します。（公民館） 

コロナの感染状況を注

視しながら、各館で、

生きがいづくりや健康

づくりをテーマとした

高齢者教室を実施しま

した。 

Ｂ アフターコロナを見据

え、対面による交流な

ど、学習の機会を設け

ていきます。 

 ②豊かで活力のある長

寿社会の実現のため、

高齢者の持つ豊富な知

識や経験を活かした多

世代交流の機会を創出

するとともに、社会参

加を促進します。（公

民館） 

豊かな人生経験、知識

を活かした講座づくり

をし、地域での世代間

交流などを図りまし

た。 

Ｃ さらに地域活動に参画

できる学習や社会参加

の機会を創ります。 

(5)市民ととも

に歩む公民館活

動の推進 

 

①民意を反映した公民

館運営の推進を図るた

め、各種事業の企画実

施について調査・審議

する公民館運営審議会

を開催します。（公民

館） 

公民館の事業計画や報

告などに助言をいただ

くなど、地域住民の声

を反映した会議を開催

しました。 

Ｂ 地域住民の声を大事に

した会議の運営をして

いきます。 

 ②地域住民の自主的な

社会教育活動を推進す

るため、市民参画によ

る事業を進めます。

（公民館） 

コロナの感染状況を注

視しながら、それぞれ

の学級・講座で企画会

議や準備会議を実施

し、主体的な参加を促

しました。 

Ｄ 地区住民が主体的に取

り組める機会を拡充し

ていきます。 

 ③地域の絆づくりと新

たなコミュニティ形成

を図るため、地域住民

や各種関係機関との協

力支援体制を構築しま

す。（公民館） 

住民会議、まちづくり

協議会、学社連携会議

など、地域のネットワ

ークづくりをしまし

た。 

Ｂ 地域の団体・機関など

を結ぶ活動を続けま

す。 
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 ④地域自治の拠点とし

て、行政と地域をつな

ぐ役割を担い、まちづ

くり協議会の支援に取

り組みます。（公民

館） 

地域自治を進める「ま

ちづくり協議会」の活

動を支援しました。 

Ｂ 地域の拠点として、活

動のよりどころとして

の役割を果たしていき

ます。 

 ⑤人がつながり支え合

う持続可能な地域づく

りのため、青年層や中

年層の地域参加を促

し、世代間の交流を図

ります。(公民館) 

生き生き子ども地域活

動促進事業やまちづく

り協議会のイベントを

通じて、地域の世代間

交流を図りました。 

Ｃ 地域での、青年層、中

年層の参加を促す機会

を増やしていきます。 

 

５ 社会教育施設の整備（郷土博物館金のすずを除く） 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)社会教育施設

の耐震対策 

①耐震診断の結果、建

物の耐震性能が不足と

された施設について、

耐震補強工事の実施に

努めます。(総務部資

産管理課（営繕課）、

生涯学習課、図書館) 

建物の耐震性能が不足

とされた図書館につい

て、耐震補強等工事を

実施しました。 

Ｂ 今後も必要に応じて個

別施設計画との整合を

図りながら、耐震対策

に努めてまいります。 

(2)社会教育施

設の適正な保

全・整備 

① 快適に学習できる

環境を維持するため、

建物や設備の不具合

を補修するほか、備品

の管理に努めるなど、

適正な維持・保全及び

整備に努めます。（総

務部資産管理課（営繕

課）・生涯学習課・公民

館・図書館） 

快適に学習できる環境

を維持するため、社会

教育施設の改修工事を

実施したほか、日常的

に発生する建物や設備

の不具合を公民館で１

１９件、博物館で９

件、図書館で１件、ま

なび支援センターで４

件、適宜補修しまし

た。 

Ｃ 

 

今後も引き続き、日常

的に発生する建物や設

備の不具合を補修し、

適正な維持保全及び整

備に努めます。 
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＜Ⅴ＞ スポーツ・レクリエーションの振興 

 

児童生徒をはじめ、広く市民が気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみながら健

康の保持・増進や体力の向上を図り、市民相互の交流を促進できるよう、スポーツ・レク

リエーション活動の機会の拡充及びスポーツ施設等の活用促進を図ります。 

 

～ スポーツ・レクリエーションの振興 ～ 

 

１ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)スポーツ大会

の誘致促進 

①児童生徒がスポーツ

に親しめるよう、学校

教育現場における各種

スポーツ大会の市内誘

致に取り組みます。

（学校教育課） 

木更津・袖ケ浦支部総

合体育大会陸上競技の

部（中学校）を実施し

ました。 

Ｂ 今後も江川総合運動場

を有効に活用できるよ

う、練習会や大会等の

誘致に努めます。 

(2)学校体育施設

の放課後開放 

①新型コロナウイルス

感染症の状況に注視し

ながら、学校体育施設

の開放日の拡大等に取

り組みます。（教育総

務課） 

感染症の影響により、

開放日の拡大に取り組

むことはできませんで

した。 

－ 学校体育施設の開放

は、市民の日常的な運

動やスポーツ意識を高

めるとともに、地域に

おける身近なスポーツ

活動の場であることか

ら、感染症の状態を見

たうえで、学校と調整

しながら、拡大等に取

り組みます。 
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＜Ⅵ＞ 市民文化の充実 

市民がふるさとの歴史や文化に誇りと愛着を持つために、地域の芸術文化を育む環境づくり

を図りながら、多彩な芸術文化活動の高揚をめざします。また､歴史的な文化遺産と豊かな自然

を後世に伝えていくため、埋蔵文化財、古文書、民具、伝統行事などを保存し、継承するとと

もに、自然の保護や記録に努めます。 

 

〜 市民文化の充実 〜 

 

１ 芸術文化活動の推進 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)芸術文化活動

の充実 

①市内小中学校で音楽

鑑賞教室（交響楽鑑

賞、邦楽鑑賞、吹奏楽

鑑賞）を行い、児童生

徒の芸術文化にふれる

機会を充実させます。

（文化課） 

市内小中学校で、音楽

鑑賞教室（交響楽鑑賞

１回、吹奏楽鑑賞２

回、邦楽２回）を行い

ました。 

Ｂ 児童生徒が芸術を学ぶ

機会となる音楽鑑賞教

室を実施します。 

 ② プロの音楽家や芸

術団体等を招いたコン

サートや「アートとふ

れあおう」を企画・実

施し、多くの老若男女

がアートと直接触れあ

うことができる環境づ

くりを行い、本市全体

に少しずつアートの種

をまきながら市民の文

化レベルの向上を図り

ます。 

また、令和４年度に市

制８０周年を迎え、１

００周年を見据えたま

ちづくりのスタートと

なるよう、市制施行８

０周年記念協賛事業と

して、木更津みなとぐ

ちアートプロジェクト

２０２２を開催しま

す。（文化課） 

県警音楽隊コンサート

（１回）、陸上自衛隊

コンサート（１回）及

び公共ホール音楽活性

化事業としてプロの打

楽器奏者によるコンサ

ート（アクティビティ

４回、有料コンサート

１回）を開催しまし

た。 

また、木更津駅周辺の

中心市街地の活性化

と、アートへの興味・

関心、発想力、想像力

を高める力を育むため

「アートとふれあお

う」を７回（春４回、

秋３回）開催しまし

た。 

さらに、市制８０周年

記念協賛事業としてみ

なとぐちアートプロジ

ェクトを開催し、出前

ワークショップ（参加 

Ｂ 今後も様々な音楽コン

サートを開催していき

ます。 

また、「木更津にアー

トの種をまこう」を基

本的な考え方とし、ア

ート作品の製作体験イ

ベント「アートとふれ

あおう」を開催しま

す。 
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  者７９０人）、みなと

ぐちＡRT WEEK（来場

者１０，０５７人）を

実施しました。 

  

 ③収蔵作品の適正な保

存、管理及び活用に努

めます。（文化課） 

美術・工芸品等の収蔵

作品を損害保険に加入

して適正に保存・管理

に努めました。 

Ｂ 収蔵作品を適正に保

存・管理し、博物館を

含め美術・工芸品等を

展示して活用に努めま

す。 

 ④「新型コロナウイル

ス感染症対策ガイドラ

イン」等を活用し、新

型コロナウイルス感染

症の予防や対応の充実

を図ります。（文化

課） 

動画配信による『木更

津市史』公開講座を行

いました。 

Ｂ オンラインイベントや

動画配信等、新型コロ

ナウイルス感染防止に

配慮した取り組みを図

ります。 

(2)芸術文化団体 

への支援 

①各種芸術文化団体の

自主的な活動を支援す

るため、情報提供や助

言するとともに、市内

の芸術文化団体が実施

する事業へ補助金を交

付します。さらに市外

の対象施設を利用する

場合に使用料の一部を

補助します。 

また、「第７８回 日

本ユネスコ運動全国大

会 in 木更津」の開催

にあたり、実行委員会

に対し開催経費の一部

として補助金を交付す

るとともに、大会運営

を支援します。（文化

課） 

各種芸術文化団体へ情

報の提供や助言、指導

するとともに、３団体

が実施する事業に補助

金を交付し事業の支援

を図りました。 

また、市民会館市外利

用等補助金を３団体

（６件）に交付しまし

た。 

さらに、「第７８回 

日本ユネスコ運動全国

大会 in木更津」の開

催にあたり、実行委員

会に対し開催経費の一

部として補助金を交付

するとともに、大会運

営を支援しました。 

Ｂ 各種芸術文化団体が実

施する自主的な事業に

補助金を交付して、活

動を支援します。各種

団体との協同事業を推

進するため、情報の提

供や助言、指導、企画

について協議する機会

の拡充を図ります。市

民会館市外利用等補助

金について更なる周知

を行い、市民の文化・

芸術活動の維持・振興

を図ります。 

 

２ ふるさと文化の継承 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)文化財保護

対策の推進 

①市内に所在する有

形・無形の文化財、史

跡、天然記念物の保護 

「中越遺跡出土小銅

鐸」を市指定文化財に

指定しました。引き続 

Ａ 各分野の指定文化財に

ついて保存、活用に重

きを置いた周知に努め 
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 を図り、指定文化財へ

の指定、活用と周知に

努めます。（文化課） 

き、千葉県指定史跡

「金鈴塚古墳」の補修

工事を行い、来訪者の

ための駐車場用地を取

得しました。また、多

言語解説に対応した

「富士見厳島神社の社

殿彫刻」案内板の更新

を行いました。 

 ます。また、新たな市

指定文化財候補の選定

と調査研究を継続しま

す。金鈴塚古墳の補

修、来訪者用駐車場管

理のための関連工事を

市、県の文化財保護審

議会、県文化財課の助

言を受けながら実施し

ます。 

 ②市内に所在する文化

財を保存、伝承活動に

取り組む団体に対し補

助金を交付し、文化財

の保護を図ります。

（文化課） 

指定文化財を保存・継

承・管理する中島区文

化財保存会などが実施

する事業に、団体の求

めに応じた助言・指導

をするとともに、補助

金を交付して活動の支

援を実施しました。 

Ｂ 指定文化財等管理団体

の求めに応じ、助言・

指導を実施し、団体が

実施する事業に補助金

を交付して活動を支援

します。 

(2)埋蔵文化財

保護対策の推進 

①埋蔵文化財の保護と

開発事業の調整を図

り、必要に応じて発掘

調査や整理作業を実施

し、記録保存を行いま

す。（文化課） 

令和３年度に現地調査

を行った遺跡の整理作

業を進め、調査報告書

を刊行しました。ま

た、市内各地に所在す

る遺跡の確認調査１０

件、工事立会１０件を

行いました。 

Ｂ 埋蔵文化財保護と開発

事業を両立させるた

め、事業に対応した調

整を図り、引き続き必

要な発掘調査等を実施

します。 

 ②遺跡出土品の適正な

管理を行い、展示資

料、調査研究資料とし

ての活用に努めます。

（文化課） 

調査報告書等を４冊刊

行し、広く情報を発信

しました。また文化課

保管、管理の資料閲

覧・写真データ提供に

対応しました。 

Ｂ 発掘調査で出土した資

料の記録保存や利活用

の機会の充実を図るた

め、埋蔵文化財の整理

作業を実施し、調査報

告書を随時刊行しま

す。 

(3)木更津市史

編さん・刊行 

①本市の歴史や文化、

また豊かな自然への関

心を高めるため、新た

な「木更津市史」を編

さん・刊行し、調査・

研究成果を活用した学

習活動の支援や公開講

座の実施に努めます。 

編さん部会員による公

開講座を開催しまし

た。木更津市史デジタ

ルアーカイブを公開し

ました。『木更津市

史』古代編、自然編

『木更津市史研究』第

６号の刊行に向けた原 

Ｂ 引き続き編さん部会員

による調査、研究、公

開講座を実施します。

また、木更津市史デジ

タルアーカイブの公開

を行います。 

『木更津市史』古代

編、自然編の刊行、 
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 （文化課） 稿執筆を行いました。 

『木更津市史編さんだ

より』第７号を刊行し

ました。 

 『木更津市史研究』等

の定期刊行物を発行し

ます。 

 ② 「木更津市史」を

編さんするため、木更

津市史編さん部会によ

る調査・研究を継続し

て行うとともに「（仮

称）木更津市史編さん

室」の設置に向けた検

討を進めます。（文化

課） 

旧木更津市保健相談セ

ンターの一室を使用し

て資料の保管並びに調

査作業を行いました。

古文書の翻刻作業や原

稿執筆を行いました。 

Ｂ 引き続き市史編さん部

会と市史調査協力員に

よる調査・研究を行い

ます。編さん室設置に

ついては、旧木更津市

保健相談センターの一

室を使用しながら、利

用可能な施設を調査し

ます。 

(4)博物館事業

の充実 

①常設展示のマイナー

チェンジや特別展等を

開催、教育普及事業の

展開により、郷土木更

津の魅力を発信し、シ

ビックプライドの涵養

を図ります。（郷土博

物館金のすず） 

常設展示の照明等見や

すさに一部改良を加え

ました。 

リニューアル後初めて

の特別展等を 2 回実施

するほか、講座等を開

設するなど教育普及事

業を前年度の約１．６

倍にあたる５８件実施

しました。 

Ｂ 引き続き郷土木更津の

魅力の発信に取り組み

ます。 

(5)金鈴塚古墳

出土品の調査研

究の推進 

①文化課による教育普

及により、重要文化財

「千葉県金鈴塚古墳出

土品」、県指定史跡

「金鈴塚古墳」の重要

性を市民へ伝えます。

博物館では、通常業務

の一環として引き続き

金鈴塚に関する資料を

調査し、教育普及事業

への活用を図ります。

（文化課・郷土博物館

金のすず） 

文化課では、小学生向

け周知用資料を対象児

童に配布しました。     

博物館では、常設展示

の金鈴塚関係展示室の

資料の一部について展

示改良を実施しまし

た。 

また講座「金鈴塚古墳

を学ぶ」を開設し、８

回の講義を実施しまし

た。 

Ｂ 文化課では、引き続き

小学生向け周知用資料

を配布します。また、

識者による講演会を実

施します。 

博物館では、引き続き

調査研究の成果を広く

教育普及活動に活用し

ていきます。 

(6) 郷土に関す

る調査研究の推

進 

①郷土の歴史・民俗等

に関する調査研究を推

進することで、その成

果を展示や教育普及事

業等への活用を図りま 

奈良県から出土した古

代木更津に関係する文

字資料の複製品および

復元品を作成しまし

た。 

Ａ 作成した資料は、令和

５年度特別展で展示公

開し、その後常設展示

することで教育普及に

活用します。また関係 
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 す。（文化課・郷土博

物館金のすず） 

  各課と協力し、調査成

果の共有を図ります。 

 

 

３ 文化施設・郷土博物館金のすずの整備 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)文化施設・

郷土博物館金の

すずの整備 

①市民文化の発展に資

するため、新たな中規

模ホールの活用方法の

検討を進めます。（文

化課） 

令和２年度に策定した

中規模ホール整備基本

計画を踏まえ、他の公

共施設等との複合化に

ついて検討を行いまし

た。 

Ｂ 中規模ホール整備基本

計画を踏まえ、引き続

き他の公共施設等との

複合化、整備時期、財

源等についての検討、

調整を行います。 

 ②潮見資料庫について

は、公共施設再配置計

画の中で施設の維持、

管理に努めます。（総

務部資産管理課（営繕

課）・文化課） 

これまで遺跡出土遺物

は、潮見資料庫と旧大

久保団地汚水処理場の

一部を使用して保管し

ていましたが、すべて

の出土遺物を潮見資料

庫へ移動し、一元的な

管理が可能となりまし

た。 

Ｂ 引き続き、遺跡出土遺

物を適正に管理するた

め、公共施設再配置計

画の中で施設の整備に

努めます。また既存施

設での合理的な収納方

法を検討し、スペース

の確保を目指します。 

 ③利用者が快適に利用

できる環境管理と博物

館資料の適切な保管管

理を図るため、必要に

応じて設備の修繕等を

行います。（総務部資

産管理課（営繕課）・

文化課・郷土博物館金

のすず） 

展示室内の劣化した壁

などを適宜修繕しまし

た。また市指定文化財

「旧安西家住宅」を適

切に管理するため、交

換部品の供給がなくな

った放水銃を交換設置

する工事に着手しまし

た。 

Ｂ 資料等の適切な保管管

理を継続していけるよ

うに、関係各課と連絡

を取りながら施設管理

を進めます。 

 ④文化庁による「文化

施設における感染拡大

予防ガイドライン」等

を活用し、新型コロナ

ウイルス感染症の予防

や対応の充実を図りま

す。（文化課・郷土博

物館金のすず） 

職員による検温、手指

の消毒、カウンターな

どの消毒を実施しまし

た。 

Ｂ 今後もガイドラインに

沿った対応を心掛け、

新型コロナウイルス感

染防止を図ります。 
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＜Ⅶ＞ 人権擁護の推進 

 

社会状況の変化とともに発生しているさまざまな差別意識を解消し、相互に基本的人権を尊

重し、すべての人が自分らしい生き方のできる社会を実現するために、学校教育・社会教育に

おける新たな人権教育の充実を図ります。 

 

〜 人権擁護の推進 〜 

 

１ 人権意識の高揚 

施策の内容 重点目標・施策 結果・成果等 評価 今後の方向性 

(1)人権教育研修

会の開催 

① 差別のない人権が

尊重される社会の実現

のため、人権の理念を

普及し、その理解を深

めるための研修を行い

ます。（生涯学習課） 

人権教育研修会を学校

教育・社会教育関係者

等を対象に「私と学校

生活」をテーマに開

催、３４名が参加しま

した。 

Ｂ 学校教育・社会教育関

係者等を対象に、身近

な人権問題をテーマと

した研修会を開催しま

す。 

(2)人権啓発活動

の実施 

① 人権問題に対する

市民の理解を深め、人

権に対する意識を高め

るため、啓発活動を推

進します。（生涯学習

課） 

人権問題に対する市民

の理解を深め、人権意

識を高めるため、チラ

シ配布等の啓発活動を

行いました。 

Ｃ 人権問題に対する市民

の理解を深め、人権意

識を高めるため、啓発

活動を推進します。 

 

 

 


